
令和８年３月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

議案第 ３ 号 

松伏町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

１ 趣旨 

  子ども・子育て支援法第５４条の３において準用する同法第４６条第２項の規定に基

づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるための条例の制定 

２ 内容 

（１）一般原則（第２条） 

  ア 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全

ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さ

なければならない。 

  イ 特定乳児等通園支援事業者は、暴力団等であってはならない。 

（２）利用定員に関する基準（第３条） 

 特定乳児等通園支援事業者は、１時間及び１日当たりの利用定員を定めるものとす

る。 

（３）運営に関する基準（第４条―第３２条） 

   特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事項その他の運営に関する基準に従い、

特定乳児等通園支援を提供しなければならない。 

  ア 保護者との面談 

  イ 正当な理由のない提供拒否の禁止 

  ウ 乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認 

  エ 乳児等支援給付認定の申請に係る援助 

  オ 特定乳児等通園支援の提供の記録 

  カ 特定乳児等通園支援に係る費用の支払 

  キ 乳児等支援給付費の額に係る通知等 

  ク 特定乳児等通園支援の取扱方針 

  ケ 特定乳児等通園支援に関する評価等 

  コ 相談及び援助 

  サ 緊急時等の対応 

  シ 乳児等支援給付認定保護者に関する町への通知 

  ス 重要事項を定めた運営規程の策定 

  セ 勤務体制の確保等 

  ソ 利用定員の遵守 

  タ 特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項の掲示等 

  チ 乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則 

  ツ 虐待等の禁止 

  テ 秘密保持等 

  ト 利益供与等の禁止 

  ナ 苦情解決 

  ニ 事故発生の防止及び発生時の対応 

  ヌ 会計の区分 

  ネ 記録の整備等 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 
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議案第 ４ 号 

松伏町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

通勤手当を見直すための条例の改正 

２ 内容 

通勤手当の見直し（第１０条関係） 

（１）通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員の通勤手当の額は、支給単位

期間につき、６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて

規則で定める額とする。 

（２）（１）の職員で、駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするものに、

支給単位期間につき、５，０００円を超えない範囲内で１か月当たりの駐車場等の料

金に相当する額として規則で定める額を新たに通勤手当として支給する。 

（３）通勤手当の支給の日について、支給単位期間に係る最初の月に支給することが困難

な場合として規則で定める場合には、その翌月に通勤手当を支給する。 

（４）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和８年４月１日 

（２）経過措置 

   この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。 

 

議案第 ５ 号 

松伏町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

地方税法の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる

ため、国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額を定め、並びに国民健康保険

税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を改定するとともに、

規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）子ども・子育て支援納付金課税額（第２条、第７条の２、第７条の３及び第１９条

並びに附則第３項、第４項及び第６項から第１３項まで関係） 

  ア 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるため、国民健康保険税の

子ども・子育て支援納付金課税額を定める。 

  イ 子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に

属する１８歳以上被保険者（地方税法第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以

上被保険者をいう。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額と

する。 

ウ 子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額及び被保険者均等割額を次のとおり

定める。 

所 得 割 額 被保険者均等割額 

基礎控除後の総所得金額等に１００分

の０．２９を乗じて得た額 

被保険者１人について１，７７３円 

  エ 一定額以下の所得の世帯に属する納税義務者等に対して子ども・子育て支援納付
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金課税額を減額する額について定める。 

（２）国民健康保険税の課税限度額の改定（第２条関係） 

国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を次

のとおり改定する。 

区   分 現   行 改 定 後 

基 礎 課 税 額 ６５万円 ６６万円 

後期高齢者支援金等課税額 ２４万円 ２６万円 

介 護 納 付 金 課 税 額 １７万円 １７万円 

合       計 １０６万円 １０９万円 

（３）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和８年４月１日 

（２）経過措置 

２は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

議案第 ６ 号 

松伏町印鑑条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

電気通信事業法の一部改正に伴い、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

  電気通信事業法の一部改正による条例中引用している条項の規定の整備 

３ 施行期日 

  公布の日又は電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正

する法律（令和７年法律第４６号）の施行の日のいずれか遅い日 

 

議案第 ７ 号 

松伏町行政手続条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

公示の方法による聴聞等の通知を見直すとともに、規定の整備をするための条例の改

正 

２ 内容 

（１）公示の方法による聴聞等の通知の見直し（第１５条、第２２条及び第２９条関係） 

公示の方法による聴聞等の通知は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を行政庁の事

務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に

表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うもの

とする。 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和８年５月２１日 

（２）経過措置 

   ２（１）は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通
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知については、なお従前の例による。 

 

議案第 ８ 号 

松伏町介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

  介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額

の算定方法の特例及び同年度の保険料率の算定に関する基準の特例を定めるための条例

の改正 

２ 内容 

（１）令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例（附則第１１条関

係） 

第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同

年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上１９０万円未満である者に限る。）

の令和８年度における保険料率の算定に関する所得の額の算定については、給与所得

の金額に一定の額を加えるものとする。 

（２）令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例（附則第１２条関係） 

  ア 第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、令和７年の合

計所得金額に給与所得が含まれている者に該当し、かつ、一定の条件に該当する者

があるときは、当該該当する者は、令和８年度分の市町村民税が課されている者と

みなす。 

  イ 第１号被保険者が、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者に該当

し、かつ、一定の条件に該当する者があるときは、当該第１号被保険者は、令和８

年度分の市町村民税が課されている者とみなす。 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

議案第 ９ 号 

松伏町課設置条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

「選ばれるまち松伏」の実現を目指し、政策決定及びシティプロモーションを一体的

に行い、並びに更なる行財政運営の効率化を図るとともに、激甚化が進む自然災害に迅

速に対応するため、課の再編をするための条例の改正 

２ 内容 

総務課及び企画財政課を次のように再編する。 

現     行 改  正  後 
  

課 名 事 務 分 掌 

総務課 （１）秘書に関する事項 

 （２）広報広聴に関する事項 
 

課 名 事 務 分 掌 

政策総務 （１）議会の調整に関する事項 

課 （２）町の総合政策に関する事項 
 

 （３）議会及び行政全般に関する事項 
 

 （３）重要施策の企画及び進行管理に関する事項 
 

 （４）職員の進退及び身分に関する事項 
 

 （４）町行政の総合企画及び調整に関する事項 
 

 （５）条例、規則等の立案及び審査に関する事項 
 

 （５）事務の能率化に関する事項 
 

 （６）文書管理及び情報公開に関する事項 
 

 （６）秘書に関する事項 
 

 （７）財産管理に関する事項 
 

 （７）シティプロモーションに関する事項 
 

 （８）交通安全及び防犯に関する事項 
 

 （８）広報広聴に関する事項 
 

 （９）防災に関する事項 
 

 （９）統計に関する事項 
 

 （１０）消防及び消防団の連絡調整に関する事項 
 

 （１０）職員の進退及び身分に関する事項 
 

 （１１）統計に関する事項 行財政課 （１）財産管理に関する事項 
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 （１２）上水道の連絡調整に関する事項 

 （１３）その他、他課の所管に属しない事項 

企画財政 （１）町の総合政策に関する事項 

課 （２）重要施策の企画及び進行管理に関する事項 

 （３）町行政の総合企画及び調整に関する事項 

 （４）予算及び財政に関する事項 

 （５）事務の能率化に関する事項 

 （６）情報化に関する事項 

 （７）人権施策に関する事項 

  

  
 

 （２）上水道の連絡調整に関する事項 

 （３）議会の招集及び議案に関する事項 

 （４）行政一般に関する事項 

 （５）条例、規則等の審査に関する事項 

 （６）文書管理及び情報公開に関する事項 

 （７）情報化に関する事項 

 （８）予算及び財政に関する事項 

 （９）人権施策に関する事項 

 （１０）他課の所管に属しない事項 

地域安全 （１）危機管理に関する事項 

課 （２）自治振興に関する事項 

 （３）交通安全及び防犯に関する事項 

 （４）消防の連絡調整に関する事項 
 

  

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和８年４月１日 

（２）課の再編に伴う次に掲げる条例の規定の整備 

ア 松伏町特別職報酬等審議会条例 

  イ 松伏町総合振興計画審議会条例 

  ウ 松伏町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例 

  エ 松伏町いじめ問題再調査委員会設置条例 

  オ 松伏町情報公開・個人情報保護審査会条例 

  カ 松伏町行政不服審査会条例 

  キ 松伏町国民保護協議会条例 

 

議案第１０号 

松伏町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 

１ 趣旨 

  乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、乳児等通園支援

事業所内部の規程に定める重要事項を見直すとともに、規定の整備をするための条例の

改正 

２ 内容 

（１）乳児等通園支援事業所内部の規程に定める重要事項の見直し（第１６条関係） 

現   行 改 正 後 

（１）から（５）まで （略） 

（６）乳児、幼児の区分ごとの利用定

員 

（７）乳児等通園支援事業の利用の開

始、終了に関する事項及び利用に

当たっての留意事項 

（８）から（１１）まで （略） 

（１）から（５）まで （略） 

（６）利用定員 

 

（７）乳児等通園支援事業の利用の開

始及び終了に関する事項その他の

利用に当たっての留意事項 

（８）から（１１）まで （略） 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

議案第１１号 
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技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例を廃止する条例 

１ 趣旨 

  技能労務職員の給与の種類及び基準に関する事項の定めを廃止するための条例の廃止 

２ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

議案第１２号 

令和７年度松伏町一般会計補正予算（第７号） 

１ 補正前予算額    １２，０８２，３８４千円 

２ 補正予算額       △９４，００６千円 

３ 合    計    １１，９８８，３７８千円 

 

議案第１３号 

令和７年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額     ３，１６０，８３７千円 

２ 補正予算額         ２，４３２千円 

３ 合    計     ３，１６３，２６９千円 

 

議案第１４号 

令和７年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額     ２，５９３，１９７千円 

２ 補正予算額        △１，２０９千円 

３ 合    計     ２，５９１，９８８千円 

 

議案第１５号 

令和７年度松伏町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

１ 補正前予算額       ５０４，５１５千円 

２ 補正予算額        △４，５３７千円 

３ 合    計       ４９９，９７８千円 

 

議案第１６号 

令和８年度松伏町一般会計予算 

１ 本年度予算額    １０，２３３，０００千円 

２ 前年度予算額    １０，８１２，０００千円 

３ 比    較      △５７９，０００千円 

  

議案第１７号 

令和８年度松伏町国民健康保険特別会計予算 

１ 本年度予算額     ３，１６７，６０７千円 

２ 前年度予算額     ３，１２６，５０４千円 

３ 比    較        ４１，１０３千円 

 

議案第１８号 

令和８年度松伏町介護保険特別会計予算 

１ 本年度予算額     ２，５７９，６７７千円 
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２ 前年度予算額     ２，４９２，４９０千円 

３ 比    較        ８７，１８７千円 

 

議案第１９号 

令和８年度松伏町後期高齢者医療特別会計予算 

１ 本年度予算額       ５６３，３２３千円 

２ 前年度予算額       ５０１，９３０千円 

３ 比    較        ６１，３９３千円 

 

議案第２０号 

令和８年度松伏町下水道事業会計予算 

１ 本年度予算額 

（１）収益的収入       ５１８，６２５千円 

（２）収益的支出       ５１８，４４５千円 

（３）資本的収入       ２３１，８５５千円 

（４）資本的支出       ４０２，３９６千円 

２ 前年度予算額 

（１）収益的収入       ５２３，７４５千円 

（２）収益的支出       ５２１，３０５千円 

（３）資本的収入        ９１，２１２千円 

（４）資本的支出       ２８５，９１７千円 

３ 比    較 

（１）収益的収入        △５，１２０千円 

（２）収益的支出        △２，８６０千円 

（３）資本的収入       １４０，６４３千円 

（４）資本的支出       １１６，４７９千円 

 

 


